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今月のトピックス

2026年診療報酬改定の方向性（その２）～中医協総会資料より～

2025年8月6日の中医協総会において、次期改定に関する議論の中間取りまとめの資料が提示されま
した。今月は、８月にお示しした入院（その１）、外来（その１）以外の部分について、その内容を抜粋
してご紹介します。

入院・外来医療等の調査・評価分科会からの報告について
入院医療等の調査・評価分科会 【別添】資料①～④
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急性期入院医療について（別添資料1 P5～P86）
高度急性期入院医療について（別添資料① P87～P109）
DPC/PDPS について （別添資料① P110～P132、診調組 入-２参考５）

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001533221.pdf

入院医療等の調査・評価分科会 【別添】資料編②
包括的な機能を担う入院医療について（別添資料② P２～P62）
回復期リハビリテーション病棟入院料について（別添資料② P63～P76）
療養病棟入院基本料について（別添資料② P77～P86）
重症度、医療・看護必要度について（別添資料② P87～P131）

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001533223.pdf

入院医療等の調査・評価分科会 【別添】資料編③
救急医療について（別添資料③ P２～P27）
入退院支援について（別添資料③ P28～P66）
働き方・タスクシフト／シェアについて（別添資料③ P67～P139）
病棟における多職種でのケアについて（別添資料③ P140～P158）

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001533224.pdf

入院医療等の調査・評価分科会 【別添】資料編③
外来医療について （別添資料④ P２～P73）
情報通信機器を用いた診療について （別添資料④ P74～P93）
入院から外来への移行について （別添資料④ P94～P107）
個別的事項（別添資料④ P108～P229）

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001533225.pdf
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適切な意思決定に関する指針の策定

この結果を受けて、意思決定支援の取組の進捗や推進策についてどのように評価するか。

2024年（令和６年）度診療報酬改定におい
て、「人生の最終段階における医療・ケアの決定
プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ
た適切な意思決定に関する指針の策定を入院
料の通則に規定し、原則としてすべての入院料
の算定に当たって要件化された。

2024年（令和６年）11 月時点において指
針を作成している医療機関は80.3％、定期的
な見直しを行っている医療機関は70.5％であっ
た、という結果が報告。

また、外来においても、「人生の最終段階における
医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の
内容を踏まえた適切な意思決定に関する指針の策
定を、地域包括診療料・加算、認知症地域包括
診療料・加算の要件に追加。

2024年（令和６年）11月時点においては、作成
している病院及び診療所はそれぞれ84.0％、
19.6% 、定期的な見直しを行っている病院及び診
療所はそれぞれ67.5%、51.2% であり、地域包
括診療料及び地域包括診療加算の届出医療機
関では、それぞれ70.1％、41.5％が指針を作成。

身体的拘束を最小化するための取組

身体的拘束の実施理由は「ライン・チューブ類の自己
抜去防止」又は「転倒・転落防止」が多かった。治療
室、療養病棟では、「ライン・チューブ類の自己抜去防
止」 が５割を越えており、地域包括ケア、回復期リハ
ビリテーション病棟、障害者施設では「転倒・転落防
止」が５割を越えていた。

いずれの入院料においても、「認知症あり」の場合、身
体的拘束の実施率が高かった。「認知症なし」の場合
における身体的拘束の実施率は、治療室で26.2% 、
療養病棟で11.7% 、障害者施設等で25.1% で
あったがそれ以外の病棟では10％以下であった。
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2024年（令和６年）11月１日時点において、身
体的拘束を最小化するための指針を策定しているの
は90.9% 、身体的拘束の実施・解除基準を策定し
ているのは90.1% であった。

身体的拘束廃止に向けた方針として、「介護施
設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・
防止の手引き（令和6年3 月）」では、特に
管理者等の責任者が「身体的拘束を原則しな
い」という決意を持ち、職員をバックアップする方
針を徹底し組織一丸となって考えを共有して取
り組むこと、身体拘束を必要としない環境の整
備、患者本人や家族との対話や意思確認、や
むを得ず身体的拘束を行った場合でも常に代
替手段を検討することが示されている。

現状を踏まえ、身体的拘束を最小化する取組の進捗や更に取組を進めるための方策についてどのように評価す
るか。

医師の働き方改革

地域医療体制確保加算を届出ている医療機関では、
届出のない医療機関と比較して、休日・時間外労働
の平均値や最大値は長い傾向にあるものの、勤務環
境の現状把握・分析を実施している割合や、ICT を
活用した業務見直しの取組を実施している割合が高
く、令和５年度と比較して、令和６年度では休日・時
間外労働の平均値や最大値が減少傾向にあった。

医師の勤務状況について「改善の必要性が高
い」「改善の必要がある」と回答した医師は47%
であった。

医師の働き方改革を進める観点から、地域医療体制確保加算届出医療機関における勤務環境改善の取組
状況や、時間外・休日労働時間の減少をどのように評価するか。
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医師事務作業補助体制加算の届出医療機関数は
年々増加傾向であるものの、届出医療機関の約
40%で、必要数の医師事務が確保できていない。

医師事務作業補助体制加算について、医師事務作業補助者の定着促進に向けた取組や、ICTの活用によ
る効果をどのように評価するか。

医師や医師事務の業務負担につながるICTツー
ルとして、AI 問診や情報共有ツールが活用されて
いる。

医師の診療科偏在

外科の医師数の推移の内訳を見てみると、一般
外科・消化器外科以外の全ての診療科で増加
傾向にある一方で、一般外科・消化器外科は一
貫して減少しており、40歳未満の若手医師数で
は、全体的には2012年と比較し8%増加してい
る一方で、若手外科医については、 2012年と
比較し７％減少しており、若手消化器外科医に
ついては、減少率がより大きく、過去10年間で
15%減少している。

大学病院を含む一部の病院では、全国的に減少して
いる消化器外科医など外科医の診療体制を維持する
ため、外科医等への処遇改善を実施している。

⚫ 消化器外科医の減少などの診療科の医師
偏在について、働き方や教育体制、処遇な
どの様々な要因が指摘されていることも踏ま
え、現状やこれまでの取組をどう評価するか。

⚫ 高度な手術や医師の集約化によって、働き
方改革の促進や一部の手術での手術成
績の向上が見られるという報告があることや、
各施設における手術件数や医師数の分布
をどのように評価するか。



© 2025 NICHIIGAKKAN CO., LTD. All rights reserved. 

NICHII Communication of medical care 栄養管理体制

GLIM基準の活用状況は、地域包括医療病棟入院
料を算定している施設が 100％と最も高く、特定機
能病院入院基本料を算定している施設が40.4％と
最も低かった。

入院時栄養スクリーニングで低栄養リスクを有する
患者は、急性期一般で約４割、地域包括医療

病棟などでは約８割だった。

低栄養の実態をさらに分析し、標準的な手法による低栄養の把握を推進するための要因を検討することが課題

リハビリテーション

退院前訪問指導は文献的に再入院の頻度低
下、退院後ADLの向上等の効果が示されている
ものの、算定回数は伸びておらず、実施率は低い。
実施されている施設では、理学療法士、作業療
法士をはじめ多職種が関わっている。

令和６年に新設された急性期リハビリテーション
加算では、入棟からリハビリ開始までの要件が設
定されておらず、３日目移行に疾患別リハビリ
テーションを開始する例が約４割存在する。

退院後の生活に向けた介入や急性期における早期
のリハビリ介入の評価のあり方について、さらなる検討
が必要
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入院患者の栄養摂取方法として、急性期や包括期
では約８割が経口摂取のみであり、慢性期でも約５
割は経口摂取している。 経口摂取のみの患者のうち、
一定数は嚥下調整食の必要性がある 。

嚥下調整食のようなニーズがあるにもかかわらず
評価されていないものについて実態を把握する
ことが課題

病院薬剤師

全国的に、薬局薬剤師の偏在指標よりも、病院薬
剤師の偏在指標は低い。薬剤師の従事先の年次
推移からも、薬局への従事に比して、病院への従
事は少ない。

退院時の薬剤情報連携については、退院時薬剤
情報管理指導料 の評価項目を設けているが、算
定要件が保険薬局への情報提供時に限定され、
転院時の医療機関への情報提供等については評
価の対象となっていない。

⚫ 院内処方と院外処方で同一業務に対する報酬に大きな差があり、病院薬剤師が不足している現状があり、この
問題への対応が課題。

⚫ 薬剤情報連携について、現状の評価についてどのよに考えるか。



© 2025 NICHIIGAKKAN CO., LTD. All rights reserved. 

NICHII Communication of medical care ポリファーマシー対策

病院におけるポリファーマシー対策については、 他職
種から病院薬剤師に対するポリファーマシー対策への
期待が大きい反面、 急性期では在院日数が短 く十
分な介入ができないこと、また、人手不足で、対象患
者の抽出や、検討する時間を確保できないことなどか
ら、十分に取り組めない場合が多い。

この現状を踏まえて、更に検討を進めるべき事項に
ついてどのように考えるか。

総合病院精神科

総合病院精神科において、身体管理が必要な精
神科専門治療、自殺企図関連の合併症治療、先
行する精神疾患に身体疾患が合併した患者の治
療等の役割を果たすことが期待されている。

精神病床を有する病院の方が、それ以外の病院よ
りも急性期の一般病床において精神疾患への対応
が可能である割合が多かった。

⚫ 精神科リエゾンチーム加算を届け出ている医療
機関はそれ以外の医療機関と比べ、多様な精
神疾患に対応可能であった。

⚫ 精神科リエゾンチーム加算を届け出ている医療
機関のほか、認知症ケア加算やせん妄ハイリス
クケア加算を届け出ている医療機関においても、
認知症やせん妄に対応できるとした医療機関
が多かった。

総合病院の評価指標や精神科リエゾンチームの対象疾患の評価など、更に検討することが課題
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令和６年度入院・外来医療等における実態調査に
おいて、外来データ提出加算を算定していない理由、
又は算定しているが困難に感じていることとしては、病
院・診療所ともに、「入力のための人員が確保できな
い」が最も多かった。

令和４年度診療報酬改定において、データに基づく
適切な評価を推進する観点から、外来、在宅及びリ
ハビリテーション医療についても、診療等のデータを継
続して厚生労働省に提出している場合の評価が新設
された。

医療機関の負担軽減を考えつつ、様式の簡素化やデータのさらなる活用を検討するため、データ提出加算等で
しか収集できない情報と他のデータベースで収集できる情報を整理することが課題

救急医療

⚫ 救急患者連携搬送において、受け入れ側
医療機関の評価や、患者等搬送事業者の
活用を検討する上での課題について、さらな
る分析が必要。

⚫ 救急外来応需体制に関する評価について、
「院内トリアージ実施料」「夜間休日救急搬
送医学管理料」「救急医療管理加算」など
の実態を踏まえたさらなる分析が必要。

入退院支援

入退院支援加算や入院時支援加算などについて、
病院・病棟の機能ごとに入退院支援部門に期待さ
れる機能や、医療介護連携のさらなる推進の観点
から、検討を進めることが課題。
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「特定集中治療管理料」「ハイケアユニット入
院医療管理料」 「脳卒中ケアユニット入院
医療管理料」により評価される治療室の入
室対象となる患者や必要とする病院について、
検討が必要。

専任医師が宿日直業務を行うか否かによる特
定集中治療室管理料の医師配置要件の違
いについて、さらなる分析が必要。

重症度、医療・看護必要度

特定集中治療室・ハイケアユニット用の重症
度、医療・看護必要度に関して、「動脈圧測
定（動脈ライン）」「中心静脈圧測定（中
心静脈ライン）」「シリンジポンプの管理」の実
施状況、さらに「蘇生術の施行」「電気的除
細動」「抗不整脈薬の投与」「一時的ペーシ
ング」の実施状況について、さらなる分析を進
めることが課題。

内科症例が重症度、医療・看護必要度で評価さ
れにくい現状に対し、指標が変わった場合のシミュ
レーションを行うことが求められている。
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重症度、医療・看護必要度B項目については、
高齢者の入院を評価する指標としての有用
性や、測定負担の軽減方法について、さらな
る検討が必要。

DPC/PDPS

機能評価係数Ⅱの適切な評価方法、算定
ルール、および点数設定方式などについて、継
続して検討を行うことが課題。

DPC算定病床割合の低いDPC対象病院が増加
している現状がある

DPC制度では、医療機関別係数で評価を行って
おり、特に医療機関別係数Ⅱが各病院が目指す
べき医療と社会や地域の実情に応じて求められる
機能について評価している
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いきいきホスピタル １

2025年7月以降、新型コロナウイルスの患者数が増加傾向にあります。俗称「ニンバス：nimbus
（ラテン語）」とよばれ、オミクロン株から派生したウイルスです。ニンバスの意味は「雨雲」ですが、宗教的
には「光輪」や「オーラ」をあらわすときにも使用します。今回の新型コロナ患者の増加は、この変異株の拡
大が原因とされております。

新型コロナウイルス「ニンバス」について

猛暑により、窓を閉め切ってエアコンをつける
シーンが増えているのも原因と考えられています。
換気が悪くなり、屋内で感染が広がりやすくなりま
す。また、帰省や旅行、夏祭りなどで移動や人が
集まる機会が増えたことも、患者数を増加させる
原因となっているようです。

ニンバスは強い咽頭痛が出ることが多く、発熱
が長く続く人は前より減っているようです。嗅覚障
害や味覚障害は流行初期より頻度が低くなって
いますが、ゼロではありません。そのほか、せき、鼻
汁・鼻閉、倦怠感、頭痛、筋肉痛、吐き気、下
痢などの症状が出ます。

新型コロナウイルス感染症が5類に移行してから、感
染しても法的な外出制限はなくなりましたが、発症日を
0日目として5日間は外出を控えること、5日目に症状
が続く場合は解熱・症状軽快後24時間を経過するま
で様子を見ることが推奨されています。医療施設や高
齢者施設などへの訪問や高リスク者との接触は10日間
程度はしないよう配慮するのがよい、とされています。

この夏の流行は、2025年8月末までと予測されてい
ますが、予防対策について、厚生労働省からのリーフレッ
トをお示ししますので、確認しておきましょう。
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いきいきホスピタル ２

スマートフォンでのマイナ保険証の利用について

スマホ搭載のマイナ保険証の利用が、9月19日から希望する医療機関で始まります。またスマホ画面
を読み取る汎用カードリーダーの設置のために、医療機関が購入する金額の半額を助成する事業が9月
29日から始まるという情報も出ました。

2025年8月27日の中医協総会では、「スマートフォンでのマイナ保険証の利用開始に伴う資格確認
方法の所要の見直しについて」の諮問と答申が行われました。保険医療機関等が、電子資格確認により
患者の療養の給付を受ける資格を確認できない場合の資格確認方法については、療養担当規則第三
条第一項第四号等に規定する厚生労働大臣が定める方法において規定しているところですが、スマート
フォンでのマイナ保険証利用により資格確認が実施できなかった場合には、その場で、患者の提示するス
マートフォンを用いて、マイナポータルを通じて取得した当該被保険者の保険資格に係る情報により確認
することを新たな資格確認方法として追加することとしています。

それ以外にも、スマートフォンのマイナ保険証利用について、院内ポスターなど、お示しします。

改 定 案 現 行

保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和
三十二年厚生省令第十五号）第三条第一項第四
号、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和
三十二年厚生省令第十六号）第三条第一項第五
号及び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する
基準（平成十二年厚生省令第八十号）第八条第
一項第四号に規定する厚生労働大臣が定める方法は
、当分の間、健康保険法（大正十一年法律第七十
号）第三条第十三項に規定する電子資格確認によっ
て療養の給付を受ける資格があることを確認できない場
合に限り、次の各号に掲げるものとする。

一 （略）
二 （略）
三 患者の提示する移動端末設備（電気通信事

業法（昭和五十九年法律第八十六号）第十
二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末
設備をいい、当該移動端末設備に組み込まれた
電子署名等に係る地方公共団体情報システム
機構の認証業務に関する法律（平成十四年法
律第百五十三号）第三十五条の二第一項に
規定する電磁的記録媒体に同項に規定する移
動端末設備用利用者証明用電子証明書が記
録されているものに限る。）を用いて情報提供等
記録開示システムを通じて取得した当該患者の
被保険者又は被扶養者の資格に係る情報

四 （略）

保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和
三十二年厚生省令第十五号）第三条第一項第四
号、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和
三十二年厚生省令第十六号）第三条第一項第五
号及び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する
基準（平成十二年厚生省令第八十号）第八条第
一項第四号に規定する厚生労働大臣が定める方法は
、当分の間、健康保険法（大正十一年法律第七十
号）第三条第十三項に規定する電子資格確認によっ
て療養の給付を受ける資格があることを確認できない場
合に限り、次の各号に掲げるものとする。

一 （略）
二 （略）
（新設）

三 （略）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html
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算定 à la carte

「A205 救急医療管理加算１」の算定について

救急医療管理加算１については、「１」が「２」に査定されたり、「0点」に査定されたりと、相変わらず査定傾向が

続いている項目のひとつです。また、それぞれの状態の指標となる項目は示されましたが、具体性に欠けあいまいなも

のが多く、審査会と医療機関側での判断の基準に差が表れています。

支払基金は2025年７月31日に、「支払基金における審査の一般的な取扱い（医科）」について38事例を公

表し、救急医療管理加算１の算定について、「心不全」と「眼科系」の２件の見解が示されました。また、同年8月

29日には、新たに26事例が公表され、医科の公表事例は668事例になっています。公表事例に示された適否が、

すべての個別診療内容に係る審査において、画一的あるいは一律的に適用されるものではありませんが、症状詳記

等などの参考としていただければと思います。

【支払基金統一事例】

（取扱い）
心不全（NYHAⅠ度及びNYHAⅡ度）に対するA205「１」救急医療管理加算１の算定は、
原則として認められない。

（取扱いを作成した根拠等）

救急医療管理加算１の対象患者については、厚生労働省通知※に「基本診療料の施設基準等の別表第七の三に
掲げる状態のうち一から十二のいずれかの状態にあって、医師が診察等の結果、入院時点で重症であり緊急に入院が
必要であると認めた重症患者をいい、単なる経過観察で入院させる場合や、入院後の重症化リスクが高いために入院さ
せる場合等、入院時点で重症ではない患者は含まれない。」と示されている。心不全（NYHAⅠ度及びNYHAⅡ度）
は比較的軽症な状態であり、当該別表の三「呼吸不全で重篤な状態」や四「心不全で重篤な状態」には該当しないと
考える。
以上のことから、心不全（NYHAⅠ度及びNYHAⅡ度）に対するA205「１」救急医療管理加算１の算定は、原則と
して認められないと判断した。ただし、診療内容及び症状詳記等から、緊急性及び重篤性が認められると判断できる場
合については、この限りではない。

（※）診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

支払基金における審査の一般的な取扱い（医科）より

【支払基金・国保統一事例】

（取扱い）
入院初日に次の傷病名に対して緊急手術が実施された場合におけるＡ205「１」救急医療管理加算１の算定は、
原則として認められる。

⑴ 網膜剥離 ⑵ 眼内炎 ⑶ 眼外傷 ⑷ 急性緑内障発作

（取扱いを作成した根拠等）

Ａ205「１」救急医療管理加算１については、算定対象となる患者の要件の一つとして、厚生労働省告示※に「十
緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又はｔ‐ＰＡ療法を必要とする状態」と示されている。⑴から⑷に掲げる疾患は、
放置すると失明の恐れがあり、速やかに手術を施行する必要がある。
以上のことから、入院初日に⑴から⑷の傷病名に対して緊急手術が実施された場合におけるＡ205「１」救急医療管
理加算１の算定は、原則として認められると判断した。

（※）基本診療料の施設基準等

支払基金における審査の一般的な取扱い（医科）より

https://www.ssk.or.jp/smph/shinryohoshu/sinsa_jirei/
kikin_shinsa_atukai/shinsa_atukai_i/index.html

※ 「原則、認められない」と
された事例。

「ただし書き」に注意しましょう。

※ 「認められる」とされた事例。

対象疾患に対し速やかに手術した場合。

https://www.ssk.or.jp/smph/shinryohoshu/sinsa_jirei/kikin_shinsa_atukai/shinsa_atukai_i/index.html
https://www.ssk.or.jp/smph/shinryohoshu/sinsa_jirei/kikin_shinsa_atukai/shinsa_atukai_i/index.html
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